


 

 

 

中野区は、2021 年 3 月に区議会の議決を経て、中野区基本構想（以下「基本構想」

といいます。）を改定しました。この基本構想では人々が大切にする理念の下、10 年

後に目指す中野のまちの将来像「つながる はじまる なかの」を掲げるとともに、

4 つのまちの姿を描き、あわせて、区政運営の基本方針を示しています。基本構想は

中野区に住む全ての人や、このまちで働き、学び、活動する人々にとって、平和で、

より豊かな暮らしを実現するための共通目標であり、また、区が区民の信託に基づき、

区政運営を進める上で、最も基本的な指針を示すものです。 

区は、基本構想で描く 10 年後に目指すまちの姿を実現するため、2021 年 9 月に中

野区基本計画（以下「前基本計画」といいます。）を策定し、取組を進めてきました。

前基本計画の計画期間が 2025 年度に終了することに伴い、その後の 5 年間における

区政運営を着実に推進し、基本構想の実現につなげていくため、新たな中野区基本計

画（以下「基本計画」といいます。）を策定します。  

策定の趣旨 





 

 

 

基本計画の計画期間は、2026 年度から 2030 年度までの 5 年間で、この 5 年間のうち、前

半の 2 年間を前期、後半の 3 年間を後期とし、進捗管理を行います。計画期間中においては、

目標と成果による区政運営により、目標と現状についての検証を行いながら、取組の改善を

図っていきます。また、計画策定後、区を取り巻く社会経済状況が大きく変化した場合には、

必要に応じて計画の改定を行います。 
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国の総人口は、2008 年の 1 億 2,808 万人をピークに減少に転じ、人口減少社会に突入しま

した。2023 年に公表された国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2070 年に現在の 7割

程度の人口となる 8,700 万人まで減少する見込みが示されるとともに、2030 年までの期間に

おいては毎年 60万人超の減少が予想されています。 

また、人口減少が進むことと併せて人口構造は変化し、高齢者人口の割合が 2030 年までに

30％を超え、2070 年には 40％近くまで上昇すると同時に、年少人口や生産年齢人口の割合が

低下していくことで、社会・経済における様々な問題が生じていくと予測されます。 

 中野区の状況をみると、総人口は新型コロナウイルス感染拡大の影響から一時減少に転じ

たものの再び増加傾向にあり、国の総人口とは必ずしも一致しない傾向がある一方で、長期

的には人口減少や高齢者人口の増加が進んでいくことが見込まれます。また、年少人口の割

合は、全国や 23 区の中でも低い状況にあり、将来的にはさらに低い割合となっていくことが

予測されます。 

こうした状況は、地域経済や区財政、地域コミュニティの活力に深刻な影響を与えていく

ことが懸念されます。これまで経験したことのない人口減少社会において、区民の豊かな暮

らしを守っていくことは最も重要な課題です。 

この課題に対応するためには、地域における様々なつながりの創出と誰一人取り残される

ことのない安心できる地域社会づくりに取り組み、協働・協創を深めていくとともに、次の

世代を担う若い世代が将来に希望を持って住み続けられるまちづくりに取り組んでいく必要

があります。 

 

 

現在の日本社会においては、ジェンダーギャップ（男女の性差による格差）や LGBTQ （性的

マイノリティ）、障害者雇用や外国人労働など、ダイバーシティへの問題意識から、様々な面

で、互いの違いや価値観を尊重する取組が求められています。 

中野区は、20 歳代を中心に若年層の転入が多く、外国人住民は過去最多となっており、今

後も増加していくことが見込まれます。また、地域の伝統的な文化・芸術活動や、若者など

に支持されるサブカルチャーは国内外で広く知られています。こうした多様性にあふれるま

ちとして、あらゆる差別をなくし、様々な個性や価値観が尊重される社会づくりを進めるこ

とは意義深く、重要です。 

2022 年に制定した中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例では、全ての人が、あ

らゆる差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすこと

ができることを基本理念に掲げています。この基本理念に基づき、区民一人ひとりが互いの

区を取り巻く社会状況等の変化 

（１）人口減少社会の進展と人口構造の変化 

（２）ダイバーシティの進展 





 

インターネットの普及等に伴う情報通信社会の急速な進展等により、人々の生活環境やラ

イフスタイルは急速に変化してきました。 

また、少子高齢化や核家族化、未婚化・晩婚化などの社会環境の変化により、人と人との

関係性やつながりの希薄化が進んでいます。さらに、2020 年初頭からの新型コロナウイルス

感染拡大は、外出自粛や経済活動の停滞、直接的なコミュニケーションの減少など、様々な

社会環境の変化をもたらし、人々が感じる孤独・孤立の問題を顕在化・深刻化させました。 

 こうした社会状況から、基本構想の理念に掲げる人と人との交流やつながりを広げ、誰一

人取り残されることのない安心できる地域社会の構築は一層重要となっています。 

  

（５）ライフスタイルの変化と孤独・孤立 



 

 

 

 

 中野区の人口は1970年をピークに減少傾向となり、2000年には30万人を割り込みました。

その後は増加傾向に転じ、新型コロナウイルス感染症等の影響による減少が一時期見られた

ものの、増加の傾向は継続しています。また、年齢 3 区分別人口構成をみると、65 歳以上の

人口比は増加傾向、15歳未満の人口比は減少傾向が続いていましたが、近年は横ばい傾向と

なっています。 

人口の推移（各年 1 月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

※住民基本台帳法の一部改正により 2013 年から外国人を含んでいる。 

 

年齢 3 区分別人口割合の推移（各年 1 月 1 日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

人口動向・将来人口推計 

（１）総人口 
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子ども女性比（0～4歳人口／15～49 歳女性人口）は近年減少傾向にあり、2025 年は 0.119

となりました。 

中野区の子ども女性比の推移（各年 1月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

 

 

  

（４）子ども女性比 
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外国人人口は、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて一時期減少しましたが、2023

年から増加に転じました。2025 年には 24,632 人となり、総人口の 7.2％を占める状況となっ

ています。 

外国人人口の推移（各年 1月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

 

近年、昼間人口及び夜間人口ともに増加傾向にあります。昼夜間人口比率は概ね上昇傾向

にあり、2005 年以降は 90 以上を推移しています。 

昼夜間人口・昼夜間比率 

 

（国勢調査より作成） 

  

（６）外国人人口 
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国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来人口（令和 5 年推計）」を基に、

直近の住民基本台帳人口等を勘案した推計（以下「基本推計」といいます。）を基準とし、中

野駅周辺のまちづくりの動向や子どもと子育て家庭の定住促進など基本計画に掲げる取組の

影響を見込み、将来人口推計を行いました。 

この推計では、区の総人口は、当面の間増加が続き、2040 年にピークの約 36 万 9千人に達

すると見込んでいます。その後、減少に転じ、2070 年には約 32 万 3 千人になると見込んでい

ます。また、年齢 3区分別人口の推移を見ると、65 歳以上の人口は 2025 年以降増加傾向が続

き、2050 年には 4人に 1人の割合となり、2070 年には約 9万 8千人へと増加すると推計して

います。 

基本推計と比較すると、2040 年にピークを迎えるという点は共通していますが、ピーク時

の人口について、約 3 千 4 百人の差があります。2 つの推計の差は年を追うごとに拡大し、

2070 年には約 5千 2百人の差になると見込んでいます。 

 

将来人口推計 

 

※2020 年の数値は、2020 年国勢調査の人口を示しています。2025 年以降の数値は推計値

となります。 

 

  

（９）将来人口推計 
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≪歳入≫ 

 歳入は、一般財源と特定財源に分けることができます。一般財源は、使途の制約を受けな

いもので、特別区税や特別区財政調整交付金などによって構成されます。歳入総額に対して

一般財源の占める割合が高いほど、多様な行政ニーズに対し弾力的に対応することが可能に

なります。 

 2024 年度決算において、歳入総額は 1,894 億円で、うち一般財源は 981 億円となってい

ます。一般財源のうち、特別区税と特別区財政調整交付金は歳入全体の 44.6％を占めてお

り、844 億円となっています。 

 

■歳入決算額の推移（一般財源・特定財源別） 
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（１）財政状況 





 

①一般財源ベースの財政フレーム 

10 年間の財政フレーム(一般財源ベース)の見込みは、以下の表のとおりです。 

なお、投資的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、歳出を一般財源

ベース（事業費から国や都の補助金等を除いた額）で算定し、その財源対策分として歳入

に基金の繰入額と特別区債の発行額を加えています。 
 

    （単位：億円） 
   基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

   前期 後期 

歳
入 

特別区税 847 1,279 2,186 4,312 

特別区交付金（財産

費除く） 
918 1,418 2,473 4,810 

その他一般財源 290 449 785 1,524 

基金繰入金 378 502 548 1,428 

特別区債 295 292 309 895 

財産収入等 296 436 454 1,186 

歳入合計 3,025 4,377 6,753 14,155 

歳
出 

義務的経費 956 1,621 2,767 5,344 

 人件費 470 738 1,254 2,462 

 公債費 102 280 429 810 

 扶助費 384 603 1,084 2,071 

繰出金 205 304 502 1,010 

一般事業費 705 1,093 1,924 3,722 

新規･拡充等事業 710 777 882 2,370 

(うち施設関連経費) 305 375 482 1,162 

基金積立金 450 582 677 1,709 

 財政調整基金 104 65 177 347 

 減債基金 56 168 127 351 

 特定目的基金 289 349 373 1,011 

歳出合計 3,025 4,377 6,753 14,155 

 

 

 

 

（２）10 年間の財政フレーム 





②基金の積立・繰入計画 

基金の計画的な積立と繰入を行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用していきま

す。各期の基金の積立、繰入及び当該期末基金残高の見込みは、以下の表のとおりです。 

 

   （単位：億円） 

種別 区分 
基本計画 

次期・基本計画 
前期 後期 

財政調整基金 

積立 104 65 177 

繰入 54 63 103 

残高 403 406 479 

減債基金 

積立 56 168 127 

繰入 51 148 137 

残高 16 35 25 

義務教育施設整備基金 

積立 56 79 54 

繰入 76 60 75 

残高 91 110 88 

社会福祉施設整備基金 

積立 79 34 11 

繰入 32 28 25 

残高 73 79 65 

道路・公園整備基金 

積立 52 78 130 

繰入 49 78 120 

残高 52 52 62 

まちづくり基金 

積立 101 158 178 

繰入 116 124 87 

残高 56 90 181 

合計 

積立 450 582 677 

繰入 378 502 548 

残高 692 771 900 

計（減債基金を除く） 残高 676 736 875 

※残高は、各期末見込を記載しています。 

 

 

 

 

 





 

 

基金や起債を活用する予定の主な事業（一般会計分）は下表のとおりです。事業費等は、

現時点での各期の想定経費です。また、社会経済状況の変化に応じて事業実施スケジュール

等は変更になることがあります。 
※表示単位未満を四捨五入しているため、5,000 万円未満の事業費等は表示していません。 

 

     （単位：億円）） 

事業名 区分 
基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

前期 後期 

ま
ち
づ
く
り 

中野駅地区 

・中野駅南北通路 

・中野駅橋上駅舎 

事業費  32   -   -   32  

起債  17   -   -   17  

基金繰入  7   -   -   7  

中野二丁目地区 

事業費  9   -   -   9  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  5   -   -   5  

中野三丁目地区 

事業費  17   1   -   17  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  11  -  -   11  

中野四丁目新北口地

区 

事業費  207   107   -   314  

起債  115   41   -   155  

基金繰入  18   29   -   47  

囲町東地区・西地区 
事業費  51   32   -   83  

起債  23   -   -   23  

基金繰入  9   19   -   28  

連続立体交差事業調

整 

事業費  16   22   22   60  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  12   16   16   45  

新井薬師前駅周辺基

盤整備（区画街路 3

号線・補助第 220 号

線） 

事業費  28   50   23   101  

起債  -   11   -   11  

基金繰入  14   16   9   39  

新井薬師前駅前地区

再整備 

事業費  -   6   54   61  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  -   2   20   22  

沼袋駅周辺地区基盤

整備(区画街路第 4

号線) 

事業費  43   83   57   183  

起債  10   43   33   86  

基金繰入  19   15   2   36  

（３）起債・基金を活用する主な事業 





 

事業名 区分 
基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

前期 後期 

道
路
・
公
園
等
整
備 

 

道路舗装改良補修

等 

事業費      40       58       97      195  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      24       35       59      118  

橋梁長寿命化修繕

等 

事業費       3        4        2        9  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       1        2        1        3  

区
有
施
設 

文化・スポーツ施

設 

事業費       2        2       25       29  

起債       -        -       19       19  

基金繰入       2        2        6       10  

保育園・幼稚園 

事業費       6       17        9       33  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       6       17        9       33  

すこやか福祉セン

ター等 

事業費      28       32       24       84  

起債       -        4        -        4  

基金繰入      25       26       24       75  

区民活動センター 

事業費      20       19        6       46  

起債       7       13        -       20  

基金繰入      13        4        6       24  

施設保全・その他

改修（長期保全） 

事業費      45       42       84      170  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      43       40       84      167  

学
校 

学校改築 

事業費     212      250      306      768  

起債     123      181      225      529  

基金繰入      74       60       75      209  

学校施設計画改修 

事業費      14       21       34       69  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       -        -        -        -  





都市像

まちの姿

区政運営

重点プロジェクト

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

基
本
構
想

　　　　　　　　　　　　　　　　 つながる　 はじまる　 なかの

人と人とがつながり、
新たな活力が生み出されるまち

　　　　　○　区民に信頼される対話と参加の区政を進めます　　　　　　　○　職員力でまちの価値と地域の力を高めます　　○　持続可能な財政運営を進めます
　　　　　○　社会の変化を見据えた質の高い行政サービスを提供します　　○　危機の発生に備えた体制を強化します

　　　未来ある子どもの育ちを
　　　 地域全体で支えるまち

基
本
計
画

政策

1 2 3 4 5 6 7 8

平
和
・
人
権
・
多
様
性
の
尊
重

多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
質
の
高
い

教
育
を
実
現
す
る

ま
ち
全
体
の
子
育
て
の
力
を
高
め
る

多
様
性
を
生
か
し
新
た
な
価
値
を
生

み
出
す

地
域
愛
と
人
の
つ
な
が
り
を
広
げ
る

遊
び
心
あ
ふ
れ
る
文
化
芸
術
を
ま
ち

全
体
に
展
開
す
る

地
域
経
済
活
動
を
活
性
化
す
る

東
京
の
新
た
な
活
力
と
に
ぎ
わ
い
を

世
界
に
発
信
す
る

子
ど
も
の
命
と
権
利
を
守
る

人
の
つ
な
が
り
と
愛
着
が
生
ま
れ
る
地
域
づ
く
り

地
域
の
自
主
的
な
活
動
の
推
進
と
環
境
づ
く
り

誰
も
が
身
近
に
文
化
芸
術
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

魅
力
的
な
地
域
資
源
の
発
掘
・
発
信

持
続
可
能
な
地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
の
振
興

商
店
街
の
活
性
化
支
援
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
空
間
の
創
出

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
状
況
に
応
じ
た
教
育
と
支
援
の
充
実

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
と
家
庭
・
地
域
と
の
協
働
に
よ
る
学
校
運
営
の
推
進

一
人
ひ
と
り
の
可
能
性
を
伸
ば
す
学
校
教
育
の
充
実
・
支
援

多
様
な
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
の
推
進

妊
娠
か
ら
子
育
て
に
か
か
る
切
れ
目
な
い
相
談
支
援
体
制
の
充
実

将
来
を
見
通
し
た
幼
児
教
育
・
保
育
の
実
現

中
野
駅
周
辺
に
お
け
る
新
た
な
魅
力
や
価
値
の
創
出
・
発
信

中
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
都
市
基
盤
の
整
備
と
多
様
な
都
市
機
能
の
誘
導

子
ど
も
の
権
利
保
障
と
意
見
表
明
・
参
加
の
促
進

生
活
に
困
難
を
抱
え
る
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

児
童
虐
待
の
未
然
防
止
、

早
期
発
見
・
早
期
対
応

子
ど
も
た
ち
の
「

生
き
る
力
」

を
育
む
教
育
の
充
実

特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
へ
の
一
貫
し
た
相
談
支
援
体
制
の
充
実

基本構想・基本計画体系図

区政運営の基本方針 　　　　　　　　　　　　　　　１ 対話・参加・協働に基づく区政運営　 　２ 危機の発生に備えた体制の強化 　３ 社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供

施策

①子育て先進区の実現





基本計画とSDGsの関係性
施策と特に関わりの強いSDGsのゴールとの関係性を一覧として示しています。

1

貧
困
を
な
く
そ
う

1 平和・人権・多様性の尊重 ●

2
多文化共生のまちづくりの推
進

3
人のつながりと愛着が生まれ
る地域づくり

4
地域の自主的な活動の推進と
環境づくり

5
誰もが身近に文化芸術に親し
める環境づくり

6
魅力的な地域資源の発掘・発
信

7
持続可能な地域経済を支える
中小企業の振興

8
商店街の活性化支援によるに
ぎわい空間の創出

9
中野駅周辺における新たな魅
力や価値の創出・発信

10
中野駅周辺まちづくりにおけ
る都市基盤の整備と多様な都
市機能の誘導

11
子どもの権利保障と意見表
明・参加の促進

12
生活に困難を抱える子育て家
庭への支援

●

13
児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応

14
子どもたちの「生きる力」を
育む教育の充実

15
一人ひとりの子どもの状況に
応じた教育と支援の充実

16
特色ある学校づくりと家庭・
地域との協働による学校運営
の推進

17
一人ひとりの可能性を伸ばす
学校教育の充実・支援

18
多様な子どもの居場所づくり
の推進

19
妊娠から子育てにかかる切れ
目ない相談支援体制の充実

20
将来を見通した幼児教育・保
育の実現

21
特別な配慮を必要とする子ど
もとその家庭への一貫した相
談支援体制の充実

9
子育て世帯が住み
続けたくなるまち
をつくる

22 子育てしやすい住環境の充実

10
若者のチャレンジ
を支援する

23 若者の社会参画支援の充実

4
地域経済活動を活
性化する

5
東京の新たな活力
とにぎわいを世界
に発信する

未
来
あ
る
子
ど
も
の
育
ち
を
地
域
全
体
で
支
え
る
ま
ち

6
子どもの命と権利
を守る

7
社会の変化に対応
した質の高い教育
を実現する

8

人
と
人
と
が
つ
な
が
り
、

新
た
な
活
力
が
生
み
出
さ
れ
る
ま
ち

1
多様性を生かし新
たな価値を生み出
す

2
地域愛と人のつな
がりを広げる

3

まち全体の子育て
の力を高める

SDGs（持続可能な開発目標）の推進

　2015年9月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」におい
て、国際社会全体の開発目標として、2030年を
期限とする「持続可能な開発目標（SDGs）」が
採択されました。

　SDGsでは、持続可能な世界を実現するための
17の目標（ゴール）と、具体的に達成すべき169
のターゲットを設定し、「誰一人取り残さな
い」社会の実現を目指し、経済・社会・環境を
めぐる広範囲な課題に対する総合的な取組が示
されています。

　国は、SDGs推進本部を設置し、「SDGs実施指
針」を策定しています。2023年12月に改定され
た実施指針では、SDGsの各目標が相互に関連し
ていることに配慮しつつ、重点事項の一つとし
て「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現
が掲げられています。その達成に向けて国や地
方自治体、NPO法人などの広範なステークホル
ダーの連携を推進していくこととしています。

　基本構想に描く「誰一人取り残さない」とい
う考え方や協働・協創の推進は、SDGsの目標や
方向性と同じであることから、本計画に掲げた
各施策の取組を着実に推進していくことでSDGs
の推進につなげていきます。

　SDGsの17のゴールは、いずれも密接に関わる
不可分の課題であり、統合的かつ横断的な取組
を推進していく必要があります。

　本計画では基本構想に掲げる「4つのまちの
姿」を基本目標として位置づけるとともに、政
策横断的な視点を持って重点的に推進する取組
を重点プロジェクトに位置づけています。これ
により、各施策を相互に関連づけながら、SDGs
のゴールも一体的かつ横断的な取組として推進
していきます。

　また、計画期間中にSDGsの達成年限である
2030年を迎えることを踏まえ、引き続きあらゆ
る施策においてSDGsの理念を意識しながら、持
続可能なまちづくりを着実に進めていきます。

            　　　　 　　　　　　　  　  　  SDGｓのゴール

 
　基本計画の基本目標／政策／施策

遊び心あふれる文
化芸術をまち全体
に展開する





24
高齢者が安心して暮らし続け
ることができる体制の充実

25
高齢者を支える医療や介護・
生活支援サービス等の提供体
制の充実

26
多様な交流・つながりを育
み、いつまでも活躍できる環
境づくり

27
区民が主体的に取り組む介護
予防の推進

28 権利擁護と虐待防止の推進

29
多様な課題を抱えている人や
その家族の早期発見・早期対
応の推進

30
障害者への相談支援体制と地
域生活移行を支える環境の整
備

31
生活に困窮している人の自立
に向けた支援の充実

●

32
障害者の就労や社会参画の推
進

33
認知症のある人とその家族を
支える環境づくり

34
誰もが身近に運動・スポーツ
活動に取り組める環境づくり

35
健康的な生活習慣が身につく
環境づくり

36 地域医療体制の充実

37
生涯にわたり学び続けること
ができる環境づくり

38 防災まちづくりの推進 ●

39 災害に強い体制づくり ●

40
西武新宿線連続立体交差事業
を契機としたまちづくりの推
進

41
各地区の特性に応じたまちづ
くりの推進

42
住生活の安定の確保と向上の
促進

●

43
歩きたくなるまちづくりの推
進

44
道路・橋梁の着実な整備・改
修

45
多様なニーズに応じたみどり
のある魅力的な公園づくり

46
誰もが利用しやすく、円滑に
移動できる交通環境の整備

47
脱炭素社会の推進と気候変動
への適応

48
ごみの減量やリサイクルの推
進

49 みどりの保全と創出の推進

50
犯罪や事件・事故の防止と消
費生活の安全の推進

51 感染症の予防と拡大防止

52 安全・安心な生活環境の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SDGｓのゴール

  基本計画の基本目標／政策／施策

なかのSDGｓパートナー登録制度について

　近年、気候変動や少子高齢化、地域コミュニ
ティの希薄化など、社会課題が複雑化・多様化
する中で、持続可能な社会の実現に向けた協働
の重要性が高まっています。

　こうした背景を踏まえ、中野区では、地域課
題の解決とSDGsの推進を目的に「なかのSDGs
パートナー登録制度」を創設しました。

　この制度では、区内で活動する企業・団体・
個人事業主を「なかのSDGsパートナー」として
登録し、区と連携してSDGsの目標達成に資する
取組を推進します。「なかのSDGsパートナー」
には、活動のPR支援や交流の場の提供などが行
われ、地域内外の連携を促進します。

　多様な主体が協力し合うことで、SDGsの目標
達成に向けた地域の力を高め、誰一人取り残さ
ないまちづくりを目指しています。

誰
も
が
生
涯
を
通
じ
て
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
ま
ち

11
人生１００年時代
を安心して過ごせ
る体制を構築する

12
生涯現役で生き生
きと活躍できる環
境をつくる

13
誰一人取り残され
ることのない支援
体制を構築する

14
誰もが自分らしく
輝ける地域社会を
形成する

15
生涯を通じて楽し
く健康に過ごせる
環境をつくる

安
全
・
安
心
で
住
み
続
け
た
く
な
る
持
続
可
能
な
ま
ち

16
災害に強く回復力
のあるまちづくり
を進める

17
時代の変化に対応
したまちづくりを
進める

18
快適で魅力ある住
環境をつくる

19
環境負荷の少ない
持続可能なまちを
つくる

20
安全・安心な生活
環境と防犯まちづ
くりを進める









プロジェクト１ 子育て先進区の実現 
 

２０３０年に向けた方向性 

子ども・子育て家庭と地域のつながりづくりを進めます 

 子どもを育て、子どもが成長する過程が、安全・安心かつ将来に向け充実した時間となるよう、

地域の多様なつながりをつくっていくことで、子どもと子育て家庭が中野区に住み続けたくなる環

境づくりを進めます。 

 

背景 

 〇少子高齢化の進展、人口減少は全国的な課題であり、中野区においては、総人口は増加しているもの

の、出生数、合計特殊出生率は減少傾向にあります。 

〇年少人口（15 歳未満の人口）を見ると、近年は横ばいで推移していますが、0～9 歳は転出超過の状

況が継続しています。 

〇長期的な視点では、人口減少が進むとともに年少人口の割合も低下していくことが見込まれます。 

〇年少人口の減少は、地域社会を維持していくための地域活力の低下につながり、様々な社会問題の原

因になると考えられます。このため、将来の中野の担い手となる今の子ども世代の人口の減少を抑え

ていくことは重要な課題です。 

〇こうした状況から、これまで進めてきた「子どもが健やかに育ち、子育てをする上で必要な環境が整

っており、子どもと子育て家庭の満足度が高いまち」、「区の子育て環境が区内外に認知されており、

多くの子どもと子育て家庭から選ばれるまち」を目指す取組を一層推進し、子どもと子育て家庭の定

住促進を図っていく必要があります。 

 

プロジェクトにおける取組 

子どもの健やかな成長を支えるとともに子育てに関する不安を解消するため、子どもと子育て家庭が

必要とする相談や支援、サービスを充実します 

政策 施策 主な取組 

6 11 子どもの権利保障と意見表明・参加の促進 ②子どもの権利に係る相談支援体制の推進 

6 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 
②困難を抱える子どもと子育て家庭の生活の支援 

③ひとり親家庭支援の推進 

6 13 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応 ①子育て家庭の状況把握と相談支援 

7 15 
一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援の充

実 

①いじめの防止等対策支援 

②不登校対策支援 

④一人ひとりの教育ニーズに応じた指導 

7 17 一人ひとりの可能性を伸ばす学校教育の充実・支援 ④子育て支援策の充実と保護者支援 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 ②子どもの放課後等の居場所の確保 

8 19 
妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制の

充実 

①妊娠・出産・子育てトータル支援 

②子育て支援サービスの充実 

③多胎児家庭への支援 

8 20 将来を見通した幼児教育・保育の実現 ①保育サービスの提供体制の整備 

8 21 
特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一貫

した相談支援体制の充実 

②発達の課題等がある子どもの支援 

③医療的ケアを必要とする子どもへの支援 

10 23 若者の社会参画支援の充実 ②若者の自立を支援する体制の充実 

13 29 
多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・

早期対応の推進 
①孤独・孤立対策の推進 

15 36 地域医療体制の充実 ①地域での医療提供の充実 

 





プロジェクト２ 地域包括ケア体制の実現 
２０３０年に向けた方向性 

全ての人が生活の中で自然に健幸になれる環境をつくります 

 だれもが健康かつ生きがいを持ち、安全・安心で豊かな生活を送れる地域社会をつくるというス

マートウェルネスシティ＊の理念を踏まえ、それぞれの人が必要とするつながりをつくり、健康度

と幸福度を高めるための取組を進めます。 

背景 

 〇少子高齢化、生産年齢人口の減少等により、人々が生活の中で直面する困難や生きづらさが多様化、

複雑化していることは重大な課題となっています。 

〇また、単身世帯の増加やライフスタイルの多様化が進み、人と人とのつながりが希薄化してきたこと

による問題は、新型コロナウイルス感染拡大による社会環境の変化により顕在化・深刻化しました。 

〇中野区の近年の状況を見ると、生産年齢人口の減少は見られないものの、元々高い割合である単身世

帯の割合が更に増加し、75 歳以上の人口も増加しています。 

〇長期的には、生産年齢人口の減少、65 歳以上の人口増加が見込まれます。 

〇このような状況から、中野区においても、区民一人ひとりが生活の中で直面する困難の多様化・複雑

化、つながりの希薄化はさらに進み、高齢者や子ども、障害のある人、その家族等、支援を必要とす

る人は増加していくことが想定されます。 

〇こうした課題に対応するため、区がこれまでに構築してきた地域包括ケア体制＊を充実・発展させ、

孤独・孤立対策を推進していくことに加え、様々な困難に陥るリスクを低減させるため、区民一人ひ

とりの健康で生きがいのある生活を促進していく必要があります。 

プロジェクトにおける取組 

健康無関心層に対して健康への関心を高め、行動変容を促すとともに、その人にあった健康づくりの

取組を支援することにより、ヘルスリテラシー＊の向上を図ります 

政策 施策 主な取組 

2 4 地域の自主的な活動の推進と環境づくり ①区民活動センターの中間支援機能の強化 

7 14 子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実 ②健康・体力を育む教育の推進 

8 19 
妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制

の充実 
④女性の健康づくりとプレコンセプションケアの促進 

12 27 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 ③健康無関心層へのアプローチ 

15 34 
誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める 

環境づくり 

②スポーツを通じたコミュニティの形成、障害者スポーツ

の推進 

③子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進 

15 35 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 

①健康的な生活習慣の定着促進 

②データ分析や健診等による健康づくりの支援 

④高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
 

人々が自律的かつ主体的に健康づくりに取り組み、社会的なつながりを広げていく動機付けにつなが

るまちづくりを進めます 

政策 施策 主な取組 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・ 

発信 
②中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 

17 40 
西武新宿線連続立体交差事業を契機とした 

まちづくりの推進 
①新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくり 

18 43 歩きたくなるまちづくりの推進 
①バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

③魅力的な街並みを形成する景観づくりの推進 

18 45 
多様なニーズに応じたみどりのある魅力的な公園

づくり 
①公園施設の適切な整備・改修 

18 46 
誰もが利用しやすく、円滑に移動できる交通環境

の整備 
②区民の快適な移動と回遊の確保 





プロジェクト３ 活力ある持続可能なまちの実現 
 

２０３０年に向けた方向性 

まちの魅力から生まれるにぎわいを未来につなぎます 

 まちの大きな変化が生まれていく中で、環境に配慮したみどり豊かなまちづくりを進め、現在

のにぎわいを将来につないでいくため、文化やアニメコンテンツをはじめとするまちの魅力を高

めるとともに、産業や地域の活力となるチャレンジを応援します。 

 

背景 

 〇少子高齢化や人口減少をはじめとする様々な社会・経済状況の変化や、災害級の猛暑による影響が

深刻になる中においても、まちの活力を持続させていくとともに、みどりの豊かさやうるおいとや

すらぎを感じられるよう、都市の中のみどりを増やし、みどりを活かしたゆとりある環境を形成し

ていくことは重要な課題です。 

〇区は、時代の変化に対応し、新たな活力が生み出される持続可能な都市づくりに向け、中野駅周辺

や西武新宿線沿線のまちづくりなどの取組を地域とともに進めています。 

〇こうした取組は、一定の期間をかけて将来に向けたまちの姿を作っていく必要があり、現在は、ま

ちが大きく変化する過程にあります。 

○また、中野駅周辺の再開発を機に、大手を含めたアニメ関連企業等の転入が続いています。 

○一方、中野駅新北口駅前エリア再整備事業については、急激な物価･人件費の高騰などにより当初予

定していた事業の成立が困難となり、施行予定者との間で締結した協定を解除するなど、拠点施設

整備等のスケジュールが遅れています。 

○こうした中においても、中野駅西側南北通路・橋上駅舎、中野駅西口広場、中野駅南口駅前広場、

中野駅新北口駅前広場の整備のほか、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、囲町東地区、囲町西

地区といった中野駅周辺各地区のまちづくりは進んでおり、まちが大きな変化を迎える段階におい

て、重要となるのは、まちの活力を損なうことなく将来につなげていくとともに、みどりの保全や

創出に努め、みどりのネットワークの構築を推進することです。 

〇まちの活力を高めるためには、区民だけでなく在勤、在学、来街者も含めて、人が集まり、生活、

活動、交流が活発に行われていくことが重要です。 

〇このため、中野の魅力をさらに向上させ、まちの活力を将来にわたって高めていく必要がありま

す。 

 

プロジェクトにおける取組 

中野が誇るまちの魅力を高め、発信します 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり ①誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

3 6 魅力的な地域資源の発掘・発信 
②アニメやサブカルチャーなどのコンテンツによる地域

ブランド推進 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発

信 

①中野の新たなシンボルとなる拠点施設の整備 

②中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 

5 10 
中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と

多様な都市機能の誘導 

①中野駅周辺における都市基盤整備 

②中野駅周辺各地区のまちづくり 

 







基本目標・政策の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

基本構想において描くまちの姿ご

とに設定しています。 

政策 

基本構想において描く 10 年後に

目指すまちの姿ごとに設定して

います。 

成果指標 

基本構想において描く 10 年後

に目指すまちの姿の実現に対す

る区民の実感を指標として設定

しています。 

 

※指標に係る数値の出典は、 

「中野区区民意識・実態調査」 

施策の構成 

政策の実現のために取り組む施

策を設定しています。 

施策と特に関わりの強い SDGs の

ゴールを示しています。 





 

主な事業 

各取組における主な事業を記載

しています。新規・拡充事業に

は、事業名称に◎印を付してい

ます。 

事業の展開 

主な事業のうち、新規・拡充事

業を中心として、計画期間中に

事業展開を予定している内容

を、前期（2 年）と後期（3 年）

に分けて記載しています。 







政策 1  多様性を生かし新たな価値を生み出す 

 

現状データ 

ユニバーサルデザインの年代別認知度  男女の地位が平等だと思う人 

 

出典：2025 中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 戦後 80 年が経過し、被爆者や戦争体験者が年々減少することにより、戦争被害の実相

や戦争体験に触れる機会が少なくなってきています。戦争の実相や平和の尊さを語り継

ぐとともに、平和について次世代が自分事として捉え、平和について学び考える機会を

提供する必要があります。 

● あらゆる人の人権が尊重されるため、「中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条

例」で目指す「全ての人がその能力を発揮し、自分らしく、心豊かに、安心して暮らす

ことができる地域社会」の実現に向け、様々な人権侵害を未然に防止していく必要があ

ります。 

● 人々の暮らしや価値観が多様化する中でも、全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じ

て社会参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向

け、ユニバーサルデザイン＊を推進していくことが必要です。 

● 中野区民全体のユニバーサルデザインの認知度は 75.8％、理解度は 47.9％となってお

り、ユニバーサルデザインの理念や心のバリアフリーの重要性を広める取組を一層充実

させる必要があります。 

● 家庭生活、職場、学校教育の場、社会全体における男女の地位の平等感について「平

等」と答えた割合は、それぞれ 35.5％、28.6％、41.8％、17.6％となっており、依然と

して低い状況です。固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）が根強く残っている状況が考えられ、そうした意識による悪影響が生じない

よう、男女双方の意識改革と理解の促進を図る取組を進めていくことが必要です。 
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施策 1 平和・人権・多様性の尊重 

家庭生活 職場 学校教育の場 社会全体 





② 人権意識の啓発 企画課 

 「中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例」に基づき、あらゆる人権侵害

行為を無くすとともに、多様性を尊重し、認め合う機運を醸成するため、様々な機会

を捉えた普及啓発に取り組みます。また、区におけるパートナーシップ宣誓制度の課

題や今後のあり方について検討していきます。 

 主な事業 ○人権啓発 ○性自認・性的指向関連普及啓発 ◎パートナーシップ宣誓 

   

③ ユニバーサルデザインの普及啓発 企画課 

 ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付かせていくために、区民等に対する普

及啓発イベント、人材養成事業等や区職員への研修などによって意識醸成や事業への

活用を図ります。 

 主な事業 ○ユニバーサルデザイン普及啓発 ○ユニバーサルデザインサポーター養成 

   

④ 男女共同参画社会の実現 企画課 

 ジェンダー平等の実現、女性の社会参画、女性に対する暴力の根絶等を図るため、

関係機関と連携して取り組みます。また、多様化、複雑化した問題を抱える女性の支

援に取り組むとともに、民間団体と連携した女性支援の検討を進めます。さらに、区

民や様々な団体が交流・活動でき、気軽に立ち寄り、相談のきっかけとなる拠点の整

備に向け、運営方法を含め、検討を進めていきます。 

 主な事業 
◎男女共同参画及びDV・デートDV防止等普及啓発 ○支援調整会議運営  
○男女共同参画センターSNS相談 ◎男女共同参画センター整備 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

パートナーシップ宣誓 

●パートナーシップ宣誓制度の在り方検討 ●パートナーシップ宣誓制度の充実 

男女共同参画及び DV・デート DV防止等普及啓発 

●男女共同参画等普及啓発強化 
 

男女共同参画センター整備 

●男女共同参画センター整備に向けた検討 ●男女共同参画センター整備  

推進 





 

施策の方向性 

▶ 外国人住民等が地域で安心して暮らすことができるよう、多言語・やさしい日本語での

情報提供や相談対応、日本語教育の充実など、生活に必要な環境を整備します。 

▶ 海外友好都市・諸外国との交流を推進するとともに、地域における様々な参画・交流を

生み出すなど、区民の国際理解を深め、多文化共生のまちづくりを総合的に進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①地域に暮らす外国人と交
流する機会があると思う
区民の割合 

％ 
区民と外国人住民等と
の交流の実態を計るた
め 

12.6 
（2025 年度） 

25 

②生活に必要な情報発信が
充実していると思う外国
人の割合 

％ 
外国人住民等への情報
発信の充実度を計るた
め 

 
― 

（―） 
75 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 外国人住民等が安心して暮らしていくための

生活の支援 

文化振興・多文化共生推進課、 

区民サービス課ほか   

 多文化共生の推進に向け、外国人住民等が地域で安心して生活を営めるよう、相談

機能の充実を図るほか、行政手続の多言語化や、やさしい日本語の普及を推進し、災

害、医療、福祉及びごみの分別・排出などをはじめ様々な分野における生活環境の充

実を図ります。 

 主な事業 ◎外国人住民等生活支援事業 

   

② 多様な文化を受け入れるための意識の啓発 文化振興・多文化共生推進課 

 区と友好区関係、姉妹都市関係を締結している北京市西城区、ソウル特別市陽川区

との交流を引き続き行っていくとともに、中野の特色を生かした、また政策課題への

対応につながる海外都市との新たな交流を創出していきます。また、子どもの海外都

市との交流事業をはじめとした国際交流や多文化共生事業の充実を図ります。 

 主な事業 ○海外友好都市交流事業 ◎区民と外国人住民等の多文化・国際交流事業 

   

③ 外国人住民等が地域の一員として活動していく

ための支援 

文化振興・多文化共生推進課 

 外国人住民等に対する日本語教育の充実や地域社会への参画推進など、外国人住民

等が地域社会の一員として様々な活動をしていくための支援を充実していきます。 

 主な事業 ◎外国人住民等への日本語支援事業 ○外国人住民等の社会参画推進事業 







 

政策 2  地域愛と人のつながりを広げる 

 

現状データ 

「近所とのつきあいがほとんどない」と感じる

人の割合 

 地域活動への参加状況 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査 

  

現状と課題 

● 近所とのつきあいがほとんどないと認識している区民の割合は 2 割程度であり、世代別

にみると、30 歳代と 40 歳代は 3割前後、20 歳代以下は約 5割と若い世代ほど高い割合

となっています。 

● 地域活動に「参加していない」と回答した人は約 80％、「参加している」と回答した人

の中で最も多かった町会・自治会の活動でも10％未満となっています。地域活動を知る

機会の設定等、地域活動に関わる人を増やし、多様な地域活動が充実するよう取組を行

う必要があります。 

● 町会・自治会や各地域団体の担い手や活動を継続する運営スタッフの不足が課題となっ

ています。活動に賛同する豊富な人材確保を進め、活動が安定して継続できるよう取組

を行う必要があります。 

● 地域におけるつながりと愛着を深め広げていくには、区民一人ひとりが身近な地域活動

等を知り、参加するきっかけを作っていくことで、人と人との交流を促進する取組を進

めていくことが重要です。 
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施策 3 

人のつながりと愛着が生まれる 

地域づくり 





 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

地域活動団体活性化支援事業 

 

●団体同士の交流の場の充実 

 

 ●団体の課題に応じた支援の充実 

 

 

 

 

●コミュニティポイントを活用した事業参加 

促進 

 

   
 

   
 

 ●関係団体と連携した地域活動促進の仕組み 

の構築 

推進 

推進 

推進 





 

施策の方向性 

▶ 区民活動センターが有する地域活動支援、アウトリーチ、地域情報の収集・発信等の機

能を高め、非常時も含めた地域における拠点性を確立・強化します。 

▶ 区民活動センターにおける DX＊を進めるとともに、運営委員会を含めた区民活動センタ

ー組織のマネジメント力を強化します。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区民活動センターを身近
に感じる人の割合 

％ 

区民活動センターが地
域の拠点として広く浸
透していることを計る
ため 

19 
（2022 年度） 

25 

②区民活動センター集会室
利用率（15 施設の平均） 

％ 
利便性の向上により、
集会室利用の向上が見
込まれるため 

48.8 
（2024 年度） 

60 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 区民活動センターの中間支援機能の強化 地域活動推進課 

 区民活動センターは地域活動の拠点であり、様々な地域の関係者間や地域課題、地

域ニーズをつなげる役割を担っています。そのため、運営委員会組織の運営力を高め

るとともに、コーディネート力を有する区民活動センター職員を育成することで、区

民活動センターが有する中間支援組織としての機能を強化していきます。また、企業

や教育機関と連携し、区民活動センターで実施される地域活動を、様々な地域課題の

解決につなげる取組の実証実験の場として活用していきます。 

 主な事業 
○運営委員会を含めた区民活動センターの組織・機能強化  
◎産学公連携による地域活動を活用した実証実験 

   

② 区民活動センターのデジタル環境整備 地域活動推進課 

 区民活動センターの DX を推進するため、整備した施設予約システムやフリーWi-Fi

を発展的に有効活用し、地域活動の活性化・高度化につなげていきます。また、様々

な地域情報を整理したうえでデジタル化し、モバイル機器の利用を想定したデジタル

サイネージを整備して発信するなど、区民が必要とする情報を得やすくします。さら

に、区民活動センターはアウトリーチの起点となる役割・機能を有することから、地

域福祉にかかる情報を一元管理し、関係機関と安全に共有しながら相互に活用できる

仕組みを構築します。 

 主な事業 
◎デジタル活用による区民活動センターの情報収集・発信機能強化  
◎アウトリーチ情報のデータベース化 

   







 

政策 3  遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する 

 

現状データ 

芸術や文化の鑑賞、文化イベントへの興味・関

心がある区民の割合 

 子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会が十分に

あると思う区民の割合 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 芸術や文化の鑑賞、文化イベントへの興味・関心がある区民の割合は約 7 割となってい

ますが、中野区の文化的環境への満足度は低く、満足している区民は 3 割半ばとなって

います。まちなかのどこでも気軽に文化芸術に親しむことができる環境づくりを進める

必要があります。また、文化芸術活動における情報発信が十分だと思う区民の割合は 2

割後半と低く、区民等に届き、また訴求する情報発信が求められています。 

● 区内では、中野ならではの伝統・文化が大切に受け継がれています。また、豊かな発想

から生まれる遊び心ある活動が広く展開されています。これらの伝統・文化、活動の魅

力を発信し、継承や発展、活用につなげていくことが必要です。 

● 新たな拠点として、文化・芸術団体による区役所 1 階貸出スペースの活用が広がってい

ます。一方で、文化施設については、充実を望む声や老朽化を懸念する声があります。

文化施設の設備や機能の充実、老朽化に伴う計画的な改修や整備についても検討を進め

る必要があります。 

● 子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会が十分にあると思う区民は 2 割半ばにとどまって

います。また、多様なジャンルの鑑賞、体験を望む声があり、区内の様々な地域や施

設、学校で、子どもや若者が文化芸術に親しむ機会を充実する必要があります。 

● 区内には、哲学堂公園、旧豊多摩監獄表門、江古田の獅子舞など、中野区の歴史を伝え

る有形・無形文化財が存在し、それらの保存と活用が行われています。一方で、文化財

としての登録・指定がされていない歴史的な遺構も存在しており、これらの現況を把握

し、適切な保存・活用を行う必要があります。 
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施策 5 

誰もが身近に文化芸術に親しめる 

環境づくり 





 

③ 区民が主役の文化・芸術活動の活性化 文化振興・多文化共生推進課 

 区民や区内団体による文化・芸術活動を支援するため、発表の場の充実や地域が求

める文化・芸術事業と活動者とのマッチングを推進します。 

 主な事業 
○文化芸術振興に向けた区民・団体活動支援事業  
○文化芸術作品創作活動支援事業 

   

④ 歴史・伝統文化の保存・継承・活用 文化振興・多文化共生推進課 

 デジタル技術を活用しつつ、文化財を適切な環境のもとで保存、継承及び活用を図

っていきます。また、区民の歴史・伝統文化への知識を深め、郷土への愛着を深める

ため、歴史民俗資料館等における展示や各種イベントの開催、区ホームページ等を活

用した普及啓発を進めます。 

 主な事業 
◎旧中野刑務所正門保存活用事業 ○歴史民俗資料館運営 ○文化財保護活用事業 
○哲学堂公園保存活用事業 ◎区の歴史・文化の普及啓発事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

文化施設の魅力向上に資する運営・情報発信 

●空間を活用したにぎわい創出 

 

 ●地元メディア等と連携した情報発信 

 
 

 

中野サンプラザ南側広場等活用事業 

●事業開始   

次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会創出事業 

●文化・芸術の鑑賞・体験事業の拡充   

旧中野刑務所正門保存活用事業 

●最新技術を活用した刑務所正門の公開方法

の検討 

●最新技術を活用した刑務所正門の公開 

  

区の歴史・文化の普及啓発事業 

●歴史・文化資源の発信の充実に向けた検討 ●歴史・文化資源の発信の充実 

 

推進 

推進 

推進 

推進 





 

施策の方向性 

▶ 区のシティプロモーションとして、区内事業者・団体、区民のつながり・絆づくりや、

歴史やアニメ、サブカルチャー、グルメなど、個性豊かな地域資源を掘り起こし、それ

らの魅力を積極的に情報発信します。さらに、集客力・発信力のあるイベントの支援・

誘導などを進めます。 

▶ 多様な主体との連携により、アニメ事業を地域ブランド確立の柱の一つとして推進しま

す。アニメコンテンツを活用したイベント等により、中野駅西側南北通路などを起点と

した回遊性を創出し、中野駅周辺をはじめとするまちづくりの進展を見据えたにぎわい

形成につなげていきます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①公募ワークショップの実
施団体数（個人主催を含
む） 

団体 
区民への多様な体験機
会創出の実態を計るた
め 

36 
（2024 年度） 

60 

②中野区の街の魅力(ブラン
ドイメージ）としてふさ
わしいと思うものに「ア
ニメ、サブカルチャー文
化やコンテンツ産業が豊
富」を選択した区民の割
合 

％ 
アニメ等と街の魅力と
の関連性を計るため 

49 
（2025 年度） 

60 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 魅力的な地域資源の発掘と発信 文化振興・多文化共生推進課 

 個性豊かな地域資源を掘り起こすとともに、中野に根付く文化・芸術活動や特色の

ある店舗等の情報が、区民をはじめとした多くの人に届き、関心を持ってもらえるよ

う、クロスメディアなどの様々な手法を用いて発信します。 

 主な事業 ◎地域資源発掘・情報発信事業 ○庁舎1階スペース活用事業 

   

② アニメやサブカルチャーなどのコンテンツによる 

地域ブランド推進 

文化振興・多文化共生推進課 

 アニメやサブカルチャーに関する事業を、区内のコンテンツホルダーをはじめとし

た多様な主体の参画により実施します。コンテンツをイベントや情報発信によって地

域と結びつけることにより、地域ブランドづくりを進めます。 

 
主な事業 

○アニメ等コンテンツ地域ブランド推進事業  
◎アニメでつながる中野実行委員会事業 ◎アニメ事業者連携事業  
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業 

 







 

政策 4  地域経済活動を活性化する 

 

現状データ 

区内企業者の人手不足の状況  創業比率 

 

 

 
出典：東京商工会議所中野支部資料   出典：地域経済分析システム 

  

現状と課題 

● 従業者規模が 99 人以下の事業者が全事業所の 98％以上を占めており、アニメ・コンテ

ンツ関連事業所が増加する傾向が見られるものの、幅広い業種が立地しています。 

● 全体として、区内事業者の景況は回復基調にある一方で、ゼロゼロ融資＊の返済のため

の資金繰りや物価高騰と部材調達の問題、専門技術を有する人材をはじめとした深刻な

人手不足等に直面しています。 

● 人口減少社会の進展により、人手不足はさらに深刻化することが明らかであり、中小企

業においては人材確保のために、賃金の引き上げや待遇改善が一層求められ、それらを

担保するための経営改革が求められます。 

● 一方で、ITの導入、業務プロセスの見直しや労働環境の改善等に着手できていない事業

者も多く、生産性の向上とイノベーションやM＆A＊の促進をしていく必要があります。 

● また、高齢者や女性の就業率は近年上昇していますが、今後外国人人口がさらに増加し

ていくことが見込まれることも踏まえ、多様な人材の確保・定着と柔軟な雇用を一層進

めていく必要があります。 

● 中野区における新規創業者の割合は都内平均と比較して低いことから、創業や新たなサ

ービスの創出に向けた環境づくりを一層推進していく必要があります。 

● 中小企業者等が抱える様々な課題を解決するためには、専門機関と区が連携するととも

に、経営者のネットワークを広げ、それらによるサポートが重要です。また、経営者同

士の交流は、中小企業者等のサポートだけでなく、経営者自身の成長意欲の喚起にもつ

ながることが期待できます。 

● 事業者が日頃から気軽に相談できる体制づくりを進め、法人・個人事業主・フリーラン

ス等、事業形態を問わず、幅広く適切な支援を行っていくことが必要です。 
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施策 7 

持続可能な地域経済を支える 

中小企業の振興 





 

④ 経営者・事業者間のネットワーク形成促進 産業振興課 

 経営者や事業者間の交流機会等の充実により、ネットワーク形成を支援し、女性や

若手の創業についても、伴走型で支援するとともに、経営者同士の成長意欲の喚起に

つなげていきます。 

 主な事業 ◎経営者ネットワーク形成支援 ◎女性や若手を対象とした創業支援 

   

⑤ 創業・スタートアップ支援 産業振興課 

 経営者グループや学術機関と連携した創業セミナー・創業教育、金融機関と連携し

た創業支援を実施することで、区内の創業気運の醸成を進め、新たな創業を継続的に

生み出します。 

 主な事業 
〇創業セミナー ◎創業教育 ◎金融機関等と連携した創業支援  
◎伴走型中小企業経営支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

政策 4  地域経済活動を活性化する 

 

現状データ 

区内の店舗数と商店街数  商店街街路灯・アーチの設置後の経過年数

（2024 年度時点） 

 

 
出典：中野区商店街連合会資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区内の商店街数が減少し、それに伴い店舗数・中野区商店街連合会の会員数が減少して

います。また、商店街の街路灯やアーチなどの様々な施設の老朽化が進んでいます。 

● 商店街は、地域経済・地域コミュニティの核としての役割を担っており、にぎわい創出

や安全・安心で暮らしやすい環境づくりに欠かせない存在であることから、その活性化

等が求められています。 

● 来街者数はインバウンドを含め、新型コロナウイルス感染拡大以前までの水準に戻って

おり、回復基調にあります。この状況を商店街の活性化につなげるため、各店舗でのキ

ャッシュレス化や多言語対応等をさらに進めることにより、商店街全体の利便性の向上

につなげていく必要があります。 

● なかの里・まち連携＊事業により、他自治体の生産者と区内事業者との交流を進めてい

ます。経済交流をさらに充実するため、ビジネスマッチングへの意欲が高い自治体との

連携を図るとともに、子どもたちの体験交流を併せて推進し、連携自治体と中野区相互

の情報発信力を向上していく必要があります。 

● 中野駅周辺各地区や西武新宿線連続立体交差事業＊等をはじめとするまちづくりの進展

を見据えながら、まちづくりの進行過程から商店街の活性化を図るため、各まちづくり

事業と連動した商店街のにぎわいを維持・創出する取組が必要です。 
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施策 8 

商店街の活性化支援によるにぎわい 

空間の創出 





 

④ まちづくりと連携した商店街の活性化 産業振興課、まちづくり事業課 

 区内各駅周辺や道路拡幅整備等に伴うまちづくり事業を契機とした商店街の活性化

を図るため、商店街の状況と整備事業の進展等に合わせ、効果的な支援を推進してい

きます。 

 
主な事業 

◎区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）沿道にぎわい創出  
◎区画街路第3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）事業の進捗に応じた商店街
支援 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

デジタル地域通貨事業 

●コミュニティポイントの拡大 

 

 ●デジタル地域通貨と連動したデジタル商  

  品券の導入支援 

  

伴走型中小企業経営支援 

●相談窓口の開設 

 

●相談機能の拡充 

  

 

   

ナカペイを活用した商店街支援 

●イベント・企画の拡充 
 

経済・体験交流事業 

●子どもの体験交流の拡充 
 

区画街路第 4号線（沼袋駅のバス通り）沿道にぎわい創出 

●にぎわいイベントの支援 

 

 ●担い手発掘支援 

 
 

  

区画街路第 3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）事業の進捗に応じた商店街支援 

●にぎわいイベントの試行実施、実施  ●にぎわいイベントの拡充 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 





 

政策 5  東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する 

 

現状データ 

中野駅周辺に行く頻度  中野駅周辺に行く目的 

 

 
出典：2025 中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 中野駅周辺は、区全体を持続可能な活力あるまちへ牽引する区の中心拠点、多様な都市

機能が集積した「新たな活力とにぎわいのシンボル」となることを目指し、先進的なま

ちづくりが進められています。 

● 各地区において、様々な事業主による複数の市街地再開発事業等が進行、予定されてお

り、中野駅の利用者も増加傾向にあります。また、中野駅周辺を中心に、地域活性化を

目的としたイベント等が、様々な実施主体によって開催されています。 

● 一方、中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業については、急激な物価・人

件費の高騰などにより当初予定していた事業の実施が困難となり、拠点施設整備等のス

ケジュールが遅れています。 

● こうした中においても、中野駅周辺を中心としたまちの魅力や価値を維持向上させてい

くため、今後も市街地再開発事業等、ハードのまちづくりの着実な推進を図っていく必

要があります。あわせて、まちのブランディング、プロモーション活動の強化、中野駅

周辺で展開するエリアマネジメント＊の仕組みや推進体制の確立といったソフトの取組

を総合的に進めていく必要があります。 

● 中野駅新北口駅前エリアの再整備については、社会情勢等を踏まえた事業計画の見直し

や事業スキームの再検討を図る必要があります。さらに、再整備するまでの間、にぎわ

いの創出が求められています。 
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施策 9 

中野駅周辺における新たな魅力や 

価値の創出・発信 





 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

中野駅新北口駅前エリアのまちづくり 

●中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の

改定、事業化に向けた検討・調整 

 

●旧区役所高層棟の解体 

 ●事業者選定、都市計画手続等 

 

 

 ●旧区役所跡地の暫定活用 

中野サンプラザ南側広場等活用事業 

●事業開始    

中野駅周辺エリアマネジメント推進事業 

●エリアプラットフォーム・事業推進主体に

よる事業開始 

 

●公共空間活用のガイドライン作成、社会実

験 

 

●公共空間の活用開始 

  

 

推進 

推進 

推進 

推進 





 

施策の方向性 

▶ 来街者や駅利用者の利便性・回遊性を高めるため、中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備

や駅前広場の整備をはじめ、各地区におけるまちづくりにより、地区相互の回遊動線の

強化・形成を図ります。 

▶ 多様な都市機能の集積や居住環境の向上を図るため、各地区の特性を生かし、公民連携

でのまちづくりを推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区が特に力を入れている
と感じる施策に「駅前な
どの重点的まちづくり」
を選択した区民の割合 

％ 
中野駅周辺のまちづく
りにおける区民の評価
を計るため 

27.9 
（2025 年度） 

40 

②中野駅周辺における都市
基盤整備の進捗率 

％ 
中野駅周辺のまちづく
りの事業進捗を計るた
め 

60.0 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査  ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 中野駅周辺における都市基盤整備 中野駅周辺まちづくり課 

 まちの利便性・回遊性の向上、交通結節点としての機能強化を図るため、中野駅周

辺各地区の開発と連携した駅前広場や歩行者デッキ、滞留空間の整備により、歩いて

楽しい、安全で快適な歩行者優先・公共交通指向のまちづくりを進めます。 

 主な事業 
◎中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備 ◎中野駅新北口駅前広場整備  
◎中野駅西口広場整備 ◎中野駅南口駅前広場整備 

   

② 中野駅周辺各地区のまちづくり 中野駅周辺まちづくり課 

 多様な都市機能の集積や、環境性・防災性の向上、居住環境の向上を図るため、中

野駅周辺各地区において、市街地再開発事業や土地区画整理事業、地区計画＊などによ

り、歩いて楽しい、各地区の特性を生かしたまちづくりを誘導します。 

 

主な事業 

◎中野駅新北口駅前エリアのまちづくり ◎中野二丁目土地区画整理事業  
◎中野三丁目土地区画整理事業 ◎中野四丁目土地区画整理事業  
◎囲町東地区第一種市街地再開発事業 ◎囲町西地区第一種市街地再開発事業 
◎（仮称）中野四丁目西地区第一種市街地再開発事業 

 
   














































































































